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2019春季生活闘争 闘争方針（案）について 
 

 

連合は、本日開催した第 16回中央執行委員会において、2019春季生活闘争の闘争

方針（案）を第 79回中央委員会（11月 30日開催）の議題として提起することを確認

いたしましたので、ここに報告いたします。 

 

2018年 11月 15日（木） 

 

《問い合わせ先》 

総合労働局 

  総合労働局長 冨田 珠代 

直通電話 03（5295）0517 

代表電話 03（5295）0550 

 

【概要】 

○ 2019 春季生活闘争は、賃上げの継続による「底上げ・底支え」「格差是正」
と「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現を同時に推し進めるとと
もに、働き方も含めた「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正
分配」に取り組み、「人的投資の促進」「ディーセント・ワークの実現」「包
摂的な社会の構築」「経済の自律的成長」をめざす闘争である。 

○ 賃上げ要求については、社会全体に賃上げを促す観点とそれぞれの産業全体
の「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取り組みを強化する観点を踏
まえ、2％程度を基準とし、定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）を含め
4％程度とする。 

◯ 「経済の自律的成長」と「社会の持続性」を実現するためには、継続した所
得の向上と将来不安の払拭による消費の拡大が不可欠である。加えて、労働
組合の有無にかかわらず、一人ひとりの働きの価値が重視され、その価値に
見合った処遇が担保される社会を実現していく必要がある。 

○ 2019 闘争はその足がかりを築いていく年と位置づけ、まずは足下の最大の課
題である中小組合や非正規労働者の賃金を「働きの価値に見合った水準」へ
と引き上げていくためにも、賃金の「上げ幅」のみならず「賃金水準」を追
求する闘争を強化していく。 

◯ 構成組織における討議を経て、11月 30日開催の第 79回中央委員会において、
2019春季生活闘争方針を決定する。 


